
保長介第２９６９号

令和元年１１月１日

介護サービス事業所 管理者 様

さいたま市保健福祉局長寿応援部介護保険課長 

（公 印 省 略）

令和元年台風第 19 号で被災した被保険者に係る利用料の負担等の取扱いについて 

日頃から、本市の介護保険事業の推進について、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。

令和元年台風第 19 号による被災者に係る利用料の負担等につきまして、下記のとおりとし

ますので、お取り計らいいただきますよう、よろしくお願いします。

記

１ 対象者要件 （１）及び（２）のいずれにも該当する方

（１） 令和元年台風第 19 号に係る災害救助法の適用市町村のうち、当該保険者の被保険者

について、介護サービス事業所等における利用料の支払いを猶予する意向を表明した

市町村の介護保険の被保険者であること。

※ 同封のリーフレット参照。詳細については、「令和元年台風第 19 号による被災者

に係る利用料等の介護サービス事業所等における取扱いについて（その６）」（令和

元年 10 月 28 日付け厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室ほか事務連絡）別紙

の猶予実施市町村をご確認ください。

（２） 令和元年台風第 19 号により、次のいずれかの申し立てをした方であること。

① 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨

② 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨

③ 主たる生計維持者の行方が不明である旨

④ 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した旨

⑤ 主たる生計維持者が失職し、現在収入が無い旨

２ 取扱い期間  令和２年１月末までの介護サービス分          

３ 介護サービス事業所等における確認及び介護報酬の請求等について

（１） 上記１（２）の申し立てを行った方については、被保険者証等により、保険者が

１（１）の市町村であることを確認するとともに、当該者の１（２）の申し立ての内

容を利用者に関する書類に簡潔に記録してください。

    ただし、被保険者証等が提示できない場合には、氏名、住所、生年月日等を利用者

に関する書類に簡潔に記録してください。

裏面あり



（２） 対象者要件に該当する方は、利用料を含めて 10割を国民健康保険団体連合会等へ請求し
てください。第１号事業の家事支援型訪問サービス、交流型通所サービス、運動型通所サ

ービスにおいて対象者がいる場合には、下記へご連絡ください。

    なお、介護保険施設等における食費・居住費については、自己負担分の支払いを受ける

必要があります。

（３） 請求の具体的な手続きについては、国からの連絡があり次第、周知する予定です。

問合せ先

                      さいたま市保健福祉局長寿応援部

介護保険課介護保険係    

     電話 ０４８－８２９－１２６４

FAX ０４８－８２９－１９８１


